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（注） 文中の「条例」は静岡県福祉のまちづくり条例（平成７年静岡県条例第 44号）を、「規

則」は静岡県福祉のまちづくり条例施行規則（平成８年静岡県規則第１号）を、「バリア

フリー法」は「高齢者、身体障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（平成 18
年法律第 91号）」をそれぞれ指す。


